
【資料５ 別紙】

提案者名：

審査員名：

〇５段階評価とする審査項目の配点

1 業務の目的・理解度（５点）

（１） 5 4 3 2 1

2 業務体制・実績（２５点）

（１） 5 4 3 2 1

（２） 5 4 3 2 1

（３） 5 4 3 2 1

（４） 5 4 3 2 1

（５） 5 4 3 2 1

3 事業内容の具体性・有効性（４５点）

（１） 5 4 3 2 1

（２） 15 12 9 6 3

（３） 15 12 9 6 3

（４） 10 8 6 4 2

4 効果検証・報告体制（１５点)

（１） 5 4 3 2 1

（２） 10 8 6 4 2

5 独自提案（５点）

（１） 5 4 3 2 1

6 経費（５点）

（１） 5 4 3 2 1

／100点

次年度以降の施策展開に資する検証・報告が期待できるか。

定量的・定性的な分析手法は妥当か。

アプリは、参加者の行動変容及び継続的な利用を促す仕組みを有しているか。

本事業終了後も、市町村が継続的に実施できる体制を提供できるか。

業務の目的を的確に理解し、本県の課題（メタボ該当者及び予備群の割合が全国２
位、糖尿病発症予防）に基づいた有効な考え方が示されているか。

業務遂行に必要な体制（組織、責任者、人員等）が確立しているか。

業務フローが明確に示されており、スケジュール等が適切なものとなっているか。

高度管理医療機器（血糖変動測定器）を適法かつ効率的に配付・装着支援する具体
的スキームが示されているか。

アプリを活用することで、発揮される効果等を明確に提案できているか。

参加者がスムーズに事業参加し、継続できる支援体制となっているか。

仕様書に定めのない、本事業の効果を高める独自の工夫や付加価値のある提案がな
されているか。

各経費の内訳が適正であり、予算の範囲内で最大限の効果が得られる効率的な配分
となっているか。

（計１００点）

デジタルツールを活用した糖尿病発症予防モデル事業業務委託
企画提案競技　審査票

特に
良い

良い 普通
やや
劣る

劣る審査項目・審査の視点（配点）

同種業務の実績や専門性（アプリの運用等）はあるか。

個人情報保護及びセキュリティ体制は十分なものとなっているか。
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〇賃金水準の向上・女性の活躍推進に関する取組への配点

7 賃金水準の向上（５点）

8 女性の活躍促進（５点）

（２）

／10点

／110点

0.25

0.25

女性の活躍推進企業表彰　※４

1.5

2.0

1.5

プラチナえるぼし

くるみん

プラチナくるみん

若者雇用促進法　※
３

ユースエール

女活法　※３

次世代法　※３

女活法

次世代法

えるぼし

（４） 秋田県知事表彰の受賞

女活躍推・両立支援企業表彰　※４

子ども・子育て支援知事表彰　※４

男女共同参画社会づくり表彰

（１） 一般事業主行動計画の策定・届出

えるぼしチャレンジ企業認定　※２

（３） 法令に基づく認定

従業員数100人以下の
企業

（１）

役員及び従業員の給与等受給者一人当
たりの平均給与額又は役員を除く従業
員の給与等受給者一人当たりの平均給
与額の対前年増加率
※１

1.50％以上

2.00％以上

3.00％以上

評価項目 配点

3

4

5

最大５

（計１０点）

合計

0.5

最大0.5

最大３

1.0

0.5

最大１

2.0

0.5

0.5

0.5

0.5

※４　「女性の活躍推進企業表彰」及び「子ども・子育て支援知事表彰」を統合して、令和７年度から「女性活躍・両立支援企業
表彰」として実施する。

注１　複数の小区分に該当する場合は、最も配点が高い小区分により配点を行うものとする。

※３　女活法：女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年度法律第６４号）
　　　次世代法：次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号）
　　　若者雇用促進法：青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和４５年法律第９８号）

注２　一つの評価項目のうち、複数の大区分に該当する場合は、その合計点（一部に最大配点の調整あり。各評価項目最大５点、
合計１０点）により配点を行うものとする。

注３　共同企業体制度（JV）又はこれに準ずる共同提案等複数の事業者が一体となって提案を行う場合は、参加企業の配点の合計
点を当該参加企業の総数で除した点数（小数点以下第１位を四捨五入）により配点を行う。

※１　所得税法第２２６条第１項の規定に基づく「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」又は税理士や公認会計士等の第三
者による「賃上げ実績を確認できる書類（参考様式）」により比較する

※２　「えるぼしチャレンジ企業認定」は、県が令和４年５月に導入した認定制度で、主な要件は、えるぼし認定基準に掲げる
「女性の採用」や「女性の管理職比率」等の数値目標を一つ以上達成し、えるぼしの取得を目指した実施計画を有する中小企業を
対象としている。なお、「法令に基づく認定（女活法）」に該当する場合は、「えるぼしチャレンジ企業認定」の配点は行わない
ものとする。
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